
       

         

         

                                

 

 

 

★乳用牛の肉利用について★ 

 
 広大な国土をもつ米国や豪国は、多種多頭の肉用牛を国内で飼う事ができるのに比べ、 

国土が狭い日本ではそれが叶いません。 

現在では牛肉ブランドの『松坂・神戸・飛彈の和牛』が有名ですが、国内の全牛肉生産量

の、ごく一部に過ぎません。 

 近代酪農が我が国で始まったとされる明治時代初期は、当時生乳生産のみに優れたホ 

ルスタイン種より、良質な牛乳と牛肉の両方を生産可能な英国原産の乳肉兼用のエアシャ 

ー種の方が国内（主に政府）では注目されていました。 

 時代が下り、日本酪農ではエアシャ―種の台頭は実現せず、対してはホルスタイン種の 

乳用と肉用方面の改良が大いに進み、日本酪農・食肉業では不可欠な存在になりました。 

現在でもホルスタイン種から生産される牛肉は、日本の牛肉生産の

中で非常に大きな役割を果たしています。 

 乳牛は、主に日々産出してくれる牛乳によって、我々の食生活を 

彩ってくれていますが、普段何気なく我々が食している、経済的な牛

肉料理（ハンバーグや牛丼）でも乳牛は、しっかりと役立ってくれて

いるのです。 

 現在、先の見えない高騰を続けている輸入穀物や輸入乾牧草の他、燃料費、機械の高騰 

など、私たちを取り巻く環境は厳しさを増すばかりです。 

また、乳価の値上げがあったにしても子牛の販売価格が下落する中、ここ一年位経産牛の 

枝肉単価はキロ 400円～600円で推移しています。 

ここで今一度、我が家の長期不受胎、慢性乳房炎、関節炎の牛などがいましたら、早めの

出荷を考えてみてはいかがでしょうか。 

何よりも、牛舎から歩いての出荷というのも、この危機的な状況を乗り切るための一つの

手段ではないでしょうか。 

 高価なブランド和牛の霜降牛肉も確かに良いですが、「我々一般人の普段の肉食生活を 

支えているのは、実は乳牛の肉であるという事」も誇りとして良いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南酪 
おしらせ 

令 和 ４ 年 1 2 月 

発行/南信酪農業協同組合 

〒390-0837 松本市鎌田 2-1-1 

TEL0263-25-1700 ・ FAX0263-27-1345   

URL  http://www.nanraku.org 

年末年始の休業のお知らせ 

令和 4 年 12 月 31 日（土曜日）から令和 5 年 1 月 4 日（水曜日）まで休業となりま

す。飼料等の注文・経済預り金の払い戻しは早めにお願いいたします。 

尚、授精業務は 12月 31 日及び令和 5 年 1 月 4 日は業務を行い、1月 1日から 1月 3

日はお休みとさせて頂きます。屠場は 1 月 4日から受け付けます。 

死亡牛は各担当者に連絡して下さい。 

 



◎主な行事、予定 

12／16 下伊那インボイス制度説明会     12／31～1／4 年末年始休業  

12／19 県生乳生産販売委員会         1／ 5 仕事始め  

12／22  畜産近代化リース協会業務推進会議   1／11  中信インボイス制度説明会 

12／22  上伊那・諏訪インボイス制度説明会   1／11  研修会（中信）  

12／22 牛乳消費拡大イベント         1／13  研修会（上伊那） 

12／26 南酪ミルキー会研修会         1／16  研修会（下伊那） 

12／28 大掃除 12／30 仕事納め       1／18 第 3四半期監査 

 

◎ 令和 4 年度第 2 四半期加工原料乳生産者補給金のお支払いについて 

対象期間 ㎏当たり単価 経済預り金への振込日 

令和 4年 7月～9月 0.41419079円 令和 4年 11月 30日 

 

◎ 配合飼料安定基金積立金（第 4 四半期）の徴収について 
配合飼料安定基金積立金（第 4四半期）を令和 4年 12月 20日に各経済預り金より 

引き去りしました。 第 4四半期契約数量×600円 

 

◎ 長野県「配合飼料価格高騰緊急対策事業」補てん金の交付について 

 長野県・令和 4年度配合飼料価格高騰緊急対策事業、7-9月期分の補てん金を 

令和 4年 12月 12日経済預り金（酪農口）へ振り込みました。 

 補てん金単価 4,200円/ｔ 

 

◎ 年末年始及び 1月の屠場平日休業日のお知らせ 

松本屠場 12月 29日（木曜日）～ 令和 5年 1月 3日（火曜日） 1月 27日（金）  

 

◎ 令和５年度向け生産樹立月間の実施について 

令和 5年度（令和 5年 3月～令和 6年 2月末）の経済預り金、営農ローンの契約を 

令和 5年 2月上旬に行ないます。詳細については各事業所よりお知らせします。 

 

◎ 畜魂祭 開催しました！ 

11月 22日（火）に安曇野市三郷温、

新生酪農安曇野工場内、畜魂碑前にて、

南酪中信支部、南酪肉牛部会共催によ

る、畜魂祭を開催しました。宮司は梓

川の大宮熱田神社の山田宮司さんによ

り執り行われました。 

当日は曇り空で冷たい北風の吹く寒

い日にもかかわらず、組合員と役職員

21人が集まり、家畜の慰霊をしました。 

 

 

2. 



◎ 11 月分支払乳代 

項     目 単 価 摘         要 前年単価 

① 共同計算単価 123.37 円  114.41 円 

② 全 農 手 数 料 0.74円 全農長野取扱手数料 0.74円 

③ 全 農 控 除 分 5.47円 （令和 4 年度乳代精算控除経費一覧表参照） 5.54円 

④指導補導費控除分 1.30円 組合独自の控除 1.30円 

⑤組織強化費控除分 0.7 円 組合独自の控除   0.7円 

⑥ 組 合 手 数 料 1.2％ 差引乳代金×率 1.2％ 

⑦ 出 荷 総 乳 量 １，１３２，４１２ｋｇ 

⑧ 搾 乳 戸 数 ４０戸 

今年度共同計算単価に、期別乳価の積立金・奨励金は反映されていません 

 

◎ 乳質・乳成分ペナルティー発生状況（Bランク以下）11 月分  （戸数） 

 乳脂肪分 無脂乳固形分 乳蛋白質 細菌数 体細胞数 合 計 

上 旬 0 0 0 0 2 2 

中 旬 0 0 0 1 8 9 

下 旬 0 0 0 0 7 7 

合 計 0 0 0 1 17 18 

※ ペナルティー発生戸数 12 戸 

※  

◎ 乳質・乳代精算の状況 11 月出荷分乳代精算の結果は下記のとおりです。 

 

◎ 月間良質乳ランキング分布表 

良質乳総合得点 戸  数 乳    量 

300 点～200 点 ３４ １，０１５，２５０ｋｇ 

200 点～100 点 ５ １１３，５５８ｋｇ 

100 点以下 １ ３，６０４ｋｇ 

 

【月間良質乳生産者上位 10 名（11 月分）】 同点のため 13 名 

・中島 博幸    300 点 ・㈲安曇野牧場   270点  ・近藤 英治   270 点 

・丸山登志雄   300 点 ・佐藤 勝彦   270点  

・倉科 茂男   290 点 ・小林 秀昭   270点  

・平林 雄二    290 点  ・小野寺土菜    270点 

・㈲北ｱﾙﾌﾟｽ牧場  280 点  ・松澤 建男   270点 

・渡辺 俊夫   280 点  ・橋場 龍司   270点 

3. 

 乳 量 

（トン） 

乳質奨励 

（千円） 

奨励単価 

（円/ｋｇ） 

乳質減額

（千円） 

減額単価 

（円/ｋｇ） 

差引金額 

（千円） 

差引単価 

（円/ｋｇ） 

東海計 24,841 55,005 2.21 12,814 0.52 42,191 1.70 

長野計 6,572 16,955 2.58 3,183 0.48 13,771 2.10 

南 酪 1,132 2,941 2.60 198 0.18 2,743 2.42 



◎ 令和５年春播きデントコーン種子組合推奨品種について 

 

安曇野市と南箕輪村及び松本市で今年実施されたフィールド試験のデータ及び各社の

推奨品種を基に下記品種を推奨品種としました。 

詳細につきましては注文書に記載いたしますのでご確認ください。 

組合推奨品種 

 

 インボイス制度 適格請求書発行事業者とは？ 

令和 5年 10月 1日以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、「適格請求書」等の保 

存が仕入れ額控除の要件となります。適格請求書とは、「売り手が、買手に対し正確な 

適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や 

納品書その他これらに類する書類をいいます。 

  適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行 

 事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、 

登録を受ける必要があります。 

  なお、課税事業者でなければ登録を受けることができません。 

 原則として、令和 5年 3月 31日までに登録申請をする必要があります。 

  課税売上高が 1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されま 

すが、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、基準期間の課税売上高が 

1,000万円以下であっても、消費税の納税義務が免除されません。 

 

◎ 現金払い戻しに関するお願い 

事務所にて現金を払い戻しする際には、来所日、金額の事前連絡をお願い致します。 

4. 


